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２０１５年ＮＰＴ運用検討会議：議長の最終文書案概要 

 

 

平成２７年５月２２日 

外務省軍縮不拡散・科学部 

 

１ 核軍縮 

［核戦力の透明性向上］ 

 条約の義務の実施に関し，透明性，検証可能性，不可逆性の原則を適用することの重要

性を再確認（パラ１３１）。 

 核兵器に関する定義及び専門用語に関する議論の強化を含め，透明性を向上させ，相互

信頼を醸成するための努力の構築・強化を慫慂（パラ１５４サブパラ１０）。 

 ２０１０年行動計画のアクション５及び２０に基づく核軍縮関連の約束に関する定期

報告を要請。核兵器国による標準報告フォームへの関与の継続並びに２０１７年及び２

０１９年の準備委員会での報告を慫慂。２０２０年運用検討会議で同報告メカニズムの

実施状況のレビューと次のステップを検討。報告にあたっては，国家安全保障を害さな

い範囲で次の項目を考慮することを慫慂（パラ１５４サブパラ１１）。 

（１） 核弾頭の数，種類（戦略核・非戦略核）及び配備状態（配備済み・非配備） 

（２） 運搬手段の数及び種類 

（３） 軍事・安全保障概念・ドクトリン・政策において核兵器の役割及び意義を削減

する措置 

（４） 故意でなく，権限の無い，又は事故による核兵器の使用の危険を低減する措置 

（５） 核兵器システムの運用態勢を解除又は低減させる措置 

（６） 核軍縮努力の一環として，解体・削減された核兵器及び運搬手段の数及び種類 

（７） 核兵器用核分裂性物質の量 

 

［あらゆる種類の核兵器の更なる削減・将来的な核兵器削減交渉の多国間化］ 

 ５核兵器国の会合に留意（パラ１２８）。 

 戦略・非戦略，配備・非配備，場所を問わず，多国間措置を含めた方法を通じて，透明

で，不可逆かつ検証可能な方法で，すべての種類の核兵器の更なる削減及び廃絶を要請

（パラ１５４サブパラ４）。 

 ロシア・米国による更なる核兵器量削減に関する交渉の早期開始を奨励（パラ１５４の

サブパラ５）。 

 ５核兵器国に対し世界の核兵器保有量の迅速な削減への関与を慫慂（パラ１５４のサブ

パラ６）。 

 

［核兵器の非人道性］ 

 すべての人類に壊滅をもたらす核戦争の危険を回避するためにあらゆる努力を行う必

要性（パラ１３６）。 

 核兵器の人道的影響に関する知識を深めた３回に渡る国際会議（パラ１３７），オース

トリア及びオーストラリア主導の共同ステートメント（パラ１３８），オーストリアに
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よる「誓約」への留意（パラ１３９）。 

 核兵器使用の影響は瞬時又は長期的な結末をもたらし，それが以前理解されていたより

もずっと深刻であることを確認（パラ１４０）。 

 あらゆる核兵器の使用による壊滅的で非人道的な結末に関する深い懸念は，核軍縮分野

における努力を下支えし続けるべき鍵となる要因であり，こうした結末を知ることは，

「核兵器のない世界」に向けたすべての国々による努力に緊急性を与えるべきであると

いうことを強調（パラ１３５，パラ１５４のサブパラ１）。 

 

［軍縮・不拡散教育，市民社会］ 

 我が国が７６か国を代表して行った軍縮・不拡散教育に関する共同ステートメントに留

意（同ステートメントには広島・長崎への被爆７０年への言及あり）（パラ１３８）。 

 第二次世界大戦の痛ましい壊滅の終結から７０年目であることを踏まえ，本会議は，す

べての国々に対し，核兵器の非人道的影響を知るべく，被爆した人々及び地域とやりと

りし，その経験を直接共有すること等を通じて指導者や軍縮専門家，外交官に加え，一

般の人々，特に若い将来の世代の，核軍縮・不拡散に関するあらゆるトピックに関する

意識を向上させるため，国連やその他の国際機関，赤十字・赤新月社，地方政府，非政

府組織，学術機関，民間と協力しつつ，軍縮・不拡散教育の分野における努力を継続し，

強化することを推奨する。本会議は，さらに，すべての国々に対し，この取組において，

新たな情報及びコミュニケーション技術を活用することを慫慂する。（パラ１５４のサ

ブパラ１８）。 

 

【効果的措置（法的規定）】 

 第７０回国連総会において，オープン・エンド作業部会を設置し，核兵器のない世界の

達成及び維持に貢献し，かつ，そのために必要な法的条文又はその他の取決めを含め，

ＮＰＴ第６条の完全な実施のための効果的な措置を特定・策定することを勧告（パラ１

５４のサブパラ１９）。 

 

［包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）］ 

 可能な限り早期のＣＴＢＴ発効の重要性の確認（パラ１４８）。 

 ＣＴＢＴＯによる現地査察体制の完成と暫定運用に向けた努力の歓迎及び大規模統合

野外演習（ＩＦＥ２０１４）の成果の活用の慫慂（パラ１４９）。 

 残り８つの発効要件国が，遅滞なくかつ他国を待たずＣＴＢＴに署名・批准するため個

別にイニシアティブをとることを要請。核実験による健康及び環境への影響，特に子女

の健康に対する影響を背景として，条約が発効しない間，核実験等を実施しない。（パ

ラ１５４のサブパラ１５）。 

 

［兵器用核分裂性物質生産禁止条約（ＦＭＣＴ）］ 

 ＦＭＣＴに関する政府専門家会合（ＧＧＥ）の作業に留意（パラ１４６）。 

 ＣＤ（軍縮会議）に対し，ＦＭＣＴの即時交渉開始に合意するよう要請（パラ１５４の

サブパラ１６）。 

 



3 

 

【核軍縮検証】 

 ノルウェー・英国の指導の下でのイニシアティブ及び米国による国際検証パートナーシ

ップを含む核軍縮における検証能力の開発に向けた努力の強化を推奨（パラ１５４のサ

ブパラ１７）。 

 

［核兵器の役割低減］ 

 核兵器の役割及び意義の更なる低減に向けた軍事・安全保障に関する概念，ドクトリン

及び政策の継続的な再評価を要請（パラ１５４のサブパラ７）。 

 

［リスク低減（含む警戒態勢解除）］ 

 潜在的なサイバー脅威に対する指揮・管制の保護を含め，意図しない核爆発のリスクに

包括的に対処するために必要なすべての努力の実施を要請（パラ１５４のサブパラ８）。 

 核兵器システムの運用態勢低減のための更なる実際的な措置の検討を推奨（パラ１５４

のサブパラ９）。 

 

 

２ 核不拡散 

［保障措置］ 

 ＩＡＥＡ保障措置が不拡散体制の基本的な柱であることを認識。（パラ１５） 

 ２０１０年から，新たに２３カ国が追加議定書を締結したことを歓迎し，未締結国に対

し，速やかな締結を奨励。ＩＡＥＡ及び全加盟国に対し，追加議定書の締結及び実施促

進のための支援を奨励。（パラ２５，パラ２６） 

 ＩＡＥＡによる国レベル概念（ＳＬＣ）に関する追加的な情報の提供等を歓迎。（パラ

３３） 

 

［核セキュリティ］ 

 核セキュリティの国際的枠組みの強化におけるＩＡＥＡの中心的な役割を再確認。（パ

ラ４１） 

 改正核物質防護条約の可能な限り早期の批准を要請。（パラ４３） 

 核テロ防止条約の可能な限り早期の締約を奨励。（パラ４６） 

 核セキュリティ・サミットを含む様々な国際的なイニシアティブが果たす役割に留意。

（パラ４７） 

 

［輸出管理］ 

 原子力関連の輸出が核兵器等の開発に資することがないよう確保することを要請。（パ

ラ４８） 

 輸出管理に係る効果的な国内規制の構築・実施を要請。多国間で合意されたガイドライ

ン等の活用を奨励。（パラ４９） 

 輸出管理等を促進するための加盟国間の協力・支援を歓迎。（パラ５５） 

 

［北朝鮮］ 

 北朝鮮による核実験に強い遺憾の意を表し，さらなる核実験を行なわず，国際的な不拡
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散体制を損なう核戦力建設政策を放棄するよう要求。（パラ１６１） 

 北朝鮮による核兵器保有に対する国際社会の反対について改めて述べ，核兵器国として

の地位を持ち得ないことを想起。（パラ１６２） 

 全ての核兵器及び既存の核計画の放棄及びＮＰＴ，ＩＡＥＡ保障措置への早期復帰を強

く要求。（パラ１６２） 

 進行中の核活動に深刻な懸念を表明し，全ての活動の即時停止を要求。（パラ１６２） 

 国連安保理決議の義務を完全に履行し，六者会合共同声明関連のコミットメントの順守

に向けて具体的な措置をとることを要求。（パラ１６３） 

 六者会合への強固な支持を再確認し，北朝鮮に対し，会合再開に向けた好ましい条件醸

成のための外交努力に応えるよう要求。（パラ１６３） 

 

［中東非大量破壊兵器地帯］ 

 ２０１６年３月１日までに，国連事務総長は，中東非大量破壊兵器地帯設立のための条

約の交渉・妥結のための継続的なプロセスを立ち上げるための会議を開催。同会議には，

全ての中東諸国（注）が招待される（パラ１６９ ⅱ.）。 

 共同提案国（米英露）は，会議の準備プロセス及びフォローアップのためのステップを

支援（パラ１６９ ⅲ.）。 

 国連事務総長，共同提案国等は，会議が延期されないことを確保（パラ１６９ ⅳ.）。 

 準備プロセス及び会議における意思決定はコンセンサス（パラ１６９ ⅶ.）。 

 本年７月１日までに国連事務総長が特別代表を任命し，共同提案国と共に，会議に向け

た準備を進める（パラ１６９ ⅷ.）。 

 

注：中東諸国の定義：アラブ連盟の加盟国，イラン及びイスラエル 

 

 

３ 原子力の平和的利用  

［原子力の平和的利用，技術協力］ 

 原子力科学技術を含め，科学技術は，社会的・経済的な発展に不可欠な要素と認識。（パ

ラ６５） 

 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の活動は，エネルギー需要の充足，健康の増進，貧困との

闘い，環境保護，農業開発，水資源利用の管理及び産業プロセスの最適化に貢献するこ

とにより，ミレニアム開発目標の達成の一助。（パラ６６） 

 原子力科学技術へのアクセスを拡充するために，特に開発途上国に対する支援を奨励。

（パラ６８） 

 原子力の平和的利用における保障措置，原子力安全及び核セキュリティ（３Ｓ）の確保

の必要性を再確認。（パラ６９） 

 ＩＡＥＡ技術協力活動の重要性を強調（パラ７４）。平和利用イニシアティブ（ＰＵＩ）

への拠出を奨励（パラ７９）。 

 

［原子力安全］ 

 福島第一原発事故後のＩＡＥＡの取組みを歓迎。事故の教訓を共有するため，福島報告

書の公表に向けて取り組んでいることに留意。（パラ１０１） 

 ＩＡＥＡ原子力安全行動計画の実施の重要性を再確認。（パラ１０２） 
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 原子力損害の補完的補償に関する条約（ＣＳＣ）の発効を歓迎（パラ１１９）。迅速な

賠償を確保する効果的な原子力損害賠償メカニズムの重要性を強調（パラ１２１）。 

 


